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入 札 説 明 書

この入札説明書は、政府調達に関する協定（昭和５５年条約第１４号）、会計法令、

国有林野事業特別会計経理規程（昭和４４年農林省訓令第３４号）、農林水産省物品・

役務等契約事務取扱要領（平成１２年１２月１日１２経第１８５８号大臣官房経理課長

通達）、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知（以下「入札公告等」とい

う。）のほか、国有林野事業特別会計が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競

争に参加しようとする者（以下「競争参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなけ

らばならない一般的事項を明らかにするものである。

１ 競争入札に付する事項

入札公告等のとおり。

２ 競争参加者に必要な資格

本業務の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第

７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（3） 平成１９・２０・２１年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）における

「役務の提供等（その他）」の資格を有した者であること。

(4) 平成１９・２０・２１年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、

「四国」を選択している者であること。

（5） 素材の検知業務を実行することを目的として組織された団体又は商法(明治３２

年法律第４８号）第５５１条に登録された問屋業者等であって、素材の検知業務に

関する２年以上の経験及び検知業務に関する技術を持つと認められる者を有する者

であること。

（6）上記（５）の外、素材の計測業務に関する経験及び検知業務に関する技術がある

と、森林管理局長等が認めたものであること。

（7） 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措

置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(8) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その

許認可を受けていることを証明した者であること。
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（９）物件番号５～１１については物件履行場所において、予定数量の検知等業務が可

能な土地を準備ができる者であること。

３ 入札及び開札

(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入

札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合

は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不

知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 競争参加者は、国有林野事業特別会計が定めた入札書を直接提出しなければなら

ない。加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法による入札は認めない。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、

入札金額は日本通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。

(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。

(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代

理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名して押印（外国人の署名を含む。

以下同じ。）をしておかなければならない。

(7) 入札書は、直接提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名（法人

の場合はその名称又は商号）及び「何月何日開札、（調達物件名）の入札書在中」

と朱書しなければならない。

(8) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部

分について押印をしておかなければならない。

(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができ

ない。

(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を

履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争

入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期

し、又はこれを中止することができる。

(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等

納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、

部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合におい

て、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等
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が競争参加者から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると

判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。

(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査を申請した者が、競争に参

加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあ

らかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに

終了していないとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象

としない。

(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合におい

て、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員

を立ち会わせてこれを行う。

(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以

下「入札関係職員」という。）及び(17)の立会い職員以外の者は入場することがで

きない。

(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することが

できない。

(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に

身分証明書及び農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の有資格者に交付され

る「資格審査結果通知書」の写し並びに入札権限に関する委任状を提示し又は提出

しなければならない。

なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認され

ない場合は、入札に参加できない場合がある。

(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認

めた場合のほか、入札場を退場することはできない。

(22) 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者

イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者

(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代

理人となることができない。

(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価

格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参

加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の

場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。
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４ 入札の無効

入札書で次の各項の一に該当するものは、これを無効とする。

(1) 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者

の提出した入札書。

(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書。

(3) 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品、競争参加者本人の氏名及び

押印（法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印）又は代理人

が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人

の氏名及び押印のない入札書。

(4) 委任状を持参しない代理人のした入札書。

(5) 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書。

(6) 入札金額の記載が不明確な入札書。

(7) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書。

(8) 競争参加者の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）の判然

としない入札書。

(9) 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書。

(10) その他入札に関する条件に違反した入札書。

５ 落札者の決定

(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲以内で最低の価格を

もって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるとき

は、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定

するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が１千万円を超える製造請負契約について、契約の相

手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により該当契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者

のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、

落札の決定を取り消すものとする。
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６ 契約書の作成

(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定し

た日から７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約

担当官等が定めた期日まで）に別紙様式による契約書の取りかわしをするものとす

る。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その

者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付

を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の１通を

契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨

に限る。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約

は、確定しないものとする。

７ 契約条件

別紙様式の契約書（案）のとおり。

８ 入札者に定められる義務

(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、

開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の

証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参

加者の負担において完全な説明をしなければならない。

９ その他必要な事項

(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。

(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて

当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項

を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。


